
 平成１９年５⽉１４⽇の改正消費⽣活⽤製品安全法の施⾏により、重⼤製品事故報告・公表制度の運⽤
が開始されて以来、１９,２１９件の重⼤製品事故の報告を受理（令和７年３⽉末現在）。

 単年度ベースでは、平成１９年度︓１，１９０件、平成２０年度︓１，４１２件、平成２１年度︓１，
１７２件、平成２２年度︓１，１４１件、平成２３年度︓１，１６９件、平成２４年度︓１，０７７
件、平成２５年度︓９４１件、平成２６年度︓８９２件、平成２７年度︓８８５件、平成２８年度︓
８０２件、平成２９年度︓８４５件、平成３０年度︓８３７件、平成３１（令和元）年度︓１，２７
１件、令和２年度︓１，０２４件、令和３年度︓９８８件 、令和４年度︓１，１０８件、令和５年度
︓１，１７０件、令和６年度︓１，２９５件 の重⼤製品事故を受け付けた。

(注)平成21年8月31日までは経済産業省が受け付けたもの（3,047件）で、平成21年9月1日以降は、消費者庁が受け付けている。

資 料３
重大製品事故の受付・公表状況について（令和７年３月末現在）

計

後遺

ＣＯ中毒火災重傷死亡 （うち火災に
よる重傷）

（うち火災に
よる死亡） 障害

2,1630591,882(56)125(80)97ガス機器

1,8880171,656(37)44(162)171石油機器

11,52821510,882(34)443(162)186電気製品

3,640143486(17)2,871(5)266その他

19,219169414,906(144)3,483(409)720合 計


